
 福井県が実施する「県内企業のデジタル投資支援事業関連補助金執行支援業務」に関す

る企画提案書の提出を求めるので、次のとおり公示する。 

 

 令和８年３月２日 

 

福井県知事 石田 嵩人 

 

 

１ 企画提案書の提出を求める事項 

 （１）企画提案書の提出を求める業務（以下「公示業務」という。）の名称 

    県内企業のデジタル投資支援事業関連補助金執行支援業務 

 （２）公示業務の内容 

    業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり 

 （３）契約期間 

    契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 （４）提案金額の上限 

    提案金額の上限は、4,441,000円（消費税および地方消費税含む） 

 

２ 企画提案書を提出する者に必要な資格 

  企画提案書を提出することができる者は、公示業務の実施に必要な能力を有する者で、

次に掲げる資格要件を全て満たしている者であること。 

（１）福井県財務規則（昭和３９年４月１日福井県規則第１１号）第１４６条の規定に

準じ、福井県競争入札参加資格を有する者であること。 

    なお、福井県競争入札参加資格を有していない場合においても、同条に規定する

福井県競争入札参加資格の申請が提出済であれば、公示業務に関する企画提案への

参加資格（以下「参加資格」という。）を有するものとして取り扱う。ただし、企

画提案書提出締切時点で福井県競争入札参加資格の認定を受けていない場合は、参

加資格を喪失する。 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する

者ではないこと。 

（３）参加資格認定の日において、現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。 

（４）参加資格認定の日において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく

更生手続開始の申立て、および民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく

再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（５）福井県のすべての県税において未納がない者であること。 

（６）福井県内に本店、支店または営業所等を有していること。 



（７）過去１年間において、公示業務と同種業務について、国または地方公共団体と契

約し、履行した実績を有していること。 

（８）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

   ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはそ

の支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が

暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

   イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定

する暴力団をいう。以下同じ。）である者 

   ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者 

   エ 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供

与するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与して

いる者 

   オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

（９）共同企業体による場合は、以下の要件を満たすものであること。 

  ア 共同企業体の構成員全てが上記（１）から（６）および（８）の要件を満たす

ものであること。 

  イ 共同企業体の代表構成員が上記（７）の要件を満たすものであること。 

  ウ 共同企業体協定書（様式４）を締結していること。 

 

３ 募集要領等の交付 

  募集要領等については、次のとおり交付する。 

   

①交付期間 令和８年３月２日（月）～令和８年３月１１日（水）まで 

土・日・祝日を除く９時から１７時の間 

②交付場所 福井県産業労働部経営改革課ホームページに掲載し、交付するも

のとする 

③交付資料 １ 募集要領 

２ 各種様式 

３ 委託契約書（案） 

４ 仕様書 

 

４ スケジュール 

 （１）受審資格認定申請書の提出期限  令和８年３月１１日（水）１７時まで 

 （２）質問票の提出期限        令和８年３月６日（金）１７時まで 

 （３）企画提案書等の提出期限     令和８年３月１８日（水）１７時まで 

  



５ 審査および選定方法 

 （１）審査方法 

提出書類およびプレゼンテーションの内容をもとに、県内企業のデジタル投資支

援事業関連補助金執行支援業務選定委員会（以下「選定委員会」）において審査を

行う。 

 （２）委託先候補者の選定 

    審査会の審査結果に基づき、最も優秀な提案を行った者を委託先候補者に決定す

る。 

 （３）実施日時 

    令和８年３月２４日（火）実施予定 

    時間は別途通知する。 

 （４）実施場所 

    別途通知する。 

 （５）選定結果の通知 

    審査結果については、採否に関わらず企画提案書を提出した者に書面で通知する。 

    審査および選定の結果について公表は行わず、また、選定結果の異議申し立ては

一切受け付けない 

 

６ その他 

 （１）企画提案書の作成および提出のための費用については、提案者の負担とする。 

 （２）採用された企画提案内容は協議のうえ、変更することがある。 

 （３）提出された企画提案書は返却しない。 

 （４）２案以上の企画提案をした場合は、失格とする。また、法令違反など公示業務の

運営に関して著しく不適当な場合等についても、失格となることがある。 

 （５）企画提案書を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を行う場合があるこ

と、また、福井県民等からの情報公開の請求に応じて、企画提案書等の情報公開を

行う場合があることを承知の上で、応募すること。 

（６）公示業務は令和８年度福井県一般会計補正予算案（２月補正）の議決をもって執

行するものであり、今回の企画提案書の募集は、その準備行為として行うことに留

意すること。 

 

７ 問い合わせ先、提出先 

  〒９１０－８５８０ 福井市大手３丁目１７－１ 

  福井県産業労働部経営改革 産業ＤＸグループ 担当：竹下 

  電話番号  ０７７６－２０－０５３７ 

  ＦＡＸ番号 ０７７６－２０－０３７１ 



  電子メールアドレス keieikaikaku@pref.fukui.lg.jp 


